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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 6月 11日 (2007.6.11)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 タ イ ル ベ ー ス の レ ン ダ リ ン グ シ ス テ ム 内 で コ ン ピ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク 画 像 を テ ク ス チ ャ
リ ン グ す る の に 用 い る た め に テ ク ス チ ャ 画 像 デ ー タ の 一 部 分 か ら テ ク ス チ ャ 画 像 の ミ ッ プ
マ ッ プ チ ェ ー ン を 自 動 的 に 生 成 す る た め の 装 置 で あ っ て 、
　 景 色 デ ー タ を 供 給 す る た め の 手 段 と 、
　 前 記 景 色 デ ー タ を 複 数 の タ イ ル に 分 解 す る た め の 手 段 と 、
　 各 タ イ ル の 前 記 デ ー タ を タ イ ル バ ッ フ ァ に 記 憶 す る た め の 手 段 と 、
　 前 記 タ イ ル バ ッ フ ァ の 内 容 を 各 タ イ ル 毎 に フ ィ ル タ リ ン グ し 、 次 に 、 前 記 景 色 デ ー タ か
ら 少 な く と も １ つ の よ り 低 い レ ベ ル の ミ ッ プ マ ッ プ デ ー タ を 生 成 す る た め の 手 段 と 、
　 よ り 低 い レ ベ ル の ミ ッ プ マ ッ プ デ ー タ の 各 々 を 前 記 タ イ ル バ ッ フ ァ に 一 時 的 に 記 憶 す る
た め の 手 段 と 、
　 よ り 低 い レ ベ ル の ミ ッ プ マ ッ プ デ ー タ の 各 々 を シ ス テ ム 主 メ モ リ に 記 憶 す る た め の 手 段
と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 画 像 デ ー タ を フ レ ー ム バ ッ フ ァ に 書 き 込 む 前 に そ れ を 一 時 的 に 記 憶 す る た め の タ イ ル バ
ッ フ ァ が 用 い ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 フ レ ー ム バ ッ フ ァ は 、 前 記 主 メ モ リ の 一 部 分 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記
載 の 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 フ ィ ル タ リ ン グ 手 段 は ま た 、 次 に 低 い ミ ッ プ マ ッ プ レ ベ ル を 生 成 す る 前 に 、 前 記 よ
り 低 い レ ベ ル の ミ ッ プ マ ッ プ を 前 記 タ イ ル バ ッ フ ァ に 記 憶 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
、 請 求 項 ２ 、 又 は 請 求 項 ３ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 処 理 は 、 全 て の 望 ま し い ミ ッ プ マ ッ プ レ ベ ル が 生 成 さ れ る ま で 所 定 の 回 数 反 復 さ れ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 タ イ ル ベ ー ス の レ ン ダ リ ン グ シ ス テ ム 内 で コ ン ピ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク 画 像 を テ ク ス チ ャ



リ ン グ す る の に 用 い る た め に 画 像 デ ー タ の 一 部 分 か ら テ ク ス チ ャ 画 像 の ミ ッ プ マ ッ プ チ ェ
ー ン を 自 動 的 に 生 成 す る 方 法 で あ っ て 、
　 景 色 デ ー タ を 供 給 す る 段 階 と 、
　 前 記 景 色 デ ー タ を 複 数 の タ イ ル に 分 割 す る 段 階 と 、
　 前 記 デ ー タ を 各 タ イ ル 毎 に タ イ ル バ ッ フ ァ 内 に レ ン ダ リ ン グ す る 段 階 と 、
　 各 タ イ ル に 対 し て 、 次 に 、 前 記 タ イ ル バ ッ フ ァ の 内 容 を フ ィ ル タ リ ン グ し て 前 記 景 色 デ
ー タ か ら 少 な く と も １ つ の よ り 低 い レ ベ ル の ミ ッ プ マ ッ プ デ ー タ を 生 成 す る 段 階 と 、
　 各 レ ベ ル の ミ ッ プ マ ッ プ デ ー タ を 前 記 タ イ ル バ ッ フ ァ に 一 時 的 に 記 憶 す る 段 階 と 、
　 各 レ ベ ル の ミ ッ プ マ ッ プ デ ー タ を シ ス テ ム 主 メ モ リ に 記 憶 す る 段 階 と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 テ ク ス チ ャ 画 像 デ ー タ を フ ィ ル タ リ ン グ す る 段 階 は 、 前 記 一 時 的 バ ッ フ ァ か ら の デ
ー タ を フ ィ ル タ リ ン グ す る 段 階 と 、 該 こ の よ う に フ ィ ル タ リ ン グ さ れ た デ ー タ を 該 一 時 的
バ ッ フ ァ 及 び 主 メ モ リ に 記 憶 す る 段 階 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 フ ィ ル タ リ ン グ す る 段 階 は 、 全 て の 望 ま し い ミ ッ プ マ ッ プ レ ベ ル が 生 成 さ れ る ま で
所 定 回 数 実 行 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 方 法 。
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